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(54)【発明の名称】 ＥＬ表示装置および電子装置

(57)【要約】
【課題】  非発光状態において、表示部の輪郭線が目立
たないＥＬ表示装置および電子装置を提供すること。
【解決手段】  本発明のＥＬ表示装置１は、陽極３と、
陰極５と、これら陽極３と陰極５との間に設置された有
機ＥＬ層４とを有し、さらに、陽極３の正面側の面（陽
極３の有機ＥＬ層４と反対側の面）には、第１の基板２
が設置され、陰極５の背面側の面（陰極５の有機ＥＬ層
４と反対側の面）には、第２の基板６が設置されてい
る。有機ＥＬ層４は、陽極３側に設けられた正孔輸送層
４１と、陰極５側に設けられた電子輸送層４２とを有し
ている。正孔輸送層４１内の電子輸送層４２との界面付
近には、発光層４３が形成されている。有機ＥＬ層４
は、表示内容に応じた所定のパターン形状に形成された
表示部を構成し、陰極５は、この表示部を包含する領域
に形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ層を有
し、前記陰極と前記陽極とに通電することにより、前記
有機ＥＬ層が発光するＥＬ表示装置であって、
前記有機ＥＬ層は、表示内容に応じた所定のパターン形
状に形成された表示部を有し、
前記陰極は、前記表示部を包含する領域に形成されてい
ることを特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項２】  前記発光を前記陽極側から見る請求項１
に記載のＥＬ表示装置。
【請求項３】  前記陰極の有機ＥＬ層側の面が、光反射
性を有する請求項１または２に記載のＥＬ表示装置。
【請求項４】  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ層を有
し、前記陰極と前記陽極とに通電することにより、前記
有機ＥＬ層が発光するＥＬ表示装置であって、
前記有機ＥＬ層は、表示内容に応じた所定のパターン形
状に形成された表示部を有し、
非鏡面を構成する面を前記有機ＥＬ層側に有する背面層
を、前記陰極または前記陽極の前記有機ＥＬ層と反対側
に設けたことを特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項５】  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ層を有
し、前記陰極と前記陽極とに通電することにより、前記
有機ＥＬ層が発光し、該発光を前記陽極側から見るＥＬ
表示装置であって、
前記有機ＥＬ層は、表示内容に応じた所定のパターン形
状に形成された表示部を有し、
前記陰極は、前記有機ＥＬ層側の面が非鏡面で構成さ
れ、
前記非鏡面と同様の光学特性を有する面を前記有機ＥＬ
層側に有する背面層を、前記陰極の前記有機ＥＬ層と反
対側に設けたことを特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項６】  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ層を有
し、前記陰極と前記陽極とに通電することにより、前記
有機ＥＬ層が発光し、該発光を前記陽極側から見るＥＬ
表示装置であって、
前記有機ＥＬ層は、表示内容に応じた所定のパターン形
状に形成された表示部を有し、
前記陰極は、前記有機ＥＬ層側の面が鏡面で構成され、
非鏡面で構成される面を前記有機ＥＬ層側に有する背面
層を、前記陰極の前記有機ＥＬ層と反対側に設けたこと
を特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項７】  前記陰極が、前記表示部に対応する形状
に形成された部位を有する請求項４ないし６のいずれか
に記載のＥＬ表示装置。
【請求項８】  前記非鏡面は、梨地状、ストライプ状ま
たは格子状に形成されたものである請求項４ないし７の
いずれかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項９】  前記背面層が、前記陰極を包含する領域
に形成されている請求項４ないし８のいずれかに記載の
ＥＬ表示装置。 *
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*【請求項１０】  前記背面層が、前記陰極の少なくとも
輪郭線を包含する領域に形成されている請求項４ないし
９のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項１１】  前記ＥＬ表示装置は、複数の陰極を有
し、
各陰極と陽極とが重なった部分に、前記表示部がそれぞ
れ形成され、
通電する前記陰極の選択により、それに対応した前記表
示部が発光するよう構成されている請求項１ないし１０
のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項１２】  前記ＥＬ表示装置は、複数の陰極と複
数の陽極とを有し、
各陰極と各陽極とが重なった部分に、前記表示部がそれ
ぞれ形成され、
通電する前記陰極と前記陽極との組み合わせにより、そ
れに対応した前記表示部が発光するよう構成されている
請求項１ないし１１のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項１３】  １つの前記表示部と他の前記表示部と
が、時間差をおいて発光するよう構成されている請求項
１１または１２に記載のＥＬ表示装置。
【請求項１４】  絶縁部を有し、該絶縁部によって前記
表示部の形状を規定する請求項１ないし１３のいずれか
に記載のＥＬ表示装置。
【請求項１５】  前記絶縁部は、前記有機ＥＬ層と前記
陰極との間および／または前記有機ＥＬ層と前記陽極と
の間に位置する請求項１４に記載のＥＬ表示装置。
【請求項１６】  前記絶縁部は、実質的に透明である請
求項１４または１５に記載のＥＬ表示装置。
【請求項１７】  前記表示部は、文字、数字、記号、図
形またはそれらの一部を構成するセグメントである請求
項１ないし１６のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項１８】  透明な電極側から見たとき、非発光状
態において、前記表示部の輪郭線が目立たない請求項１
ないし１７のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項１９】  陽極側から見たとき、非発光状態にお
いて、前記表示部の輪郭線が目立たない請求項１ないし
１８のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項２０】  請求項１ないし１９のいずれかに記載
のＥＬ表示装置を有することを特徴とする電子装置。
【請求項２１】  前記電子装置は、携帯用の電子装置で
ある請求項２０に記載の電子装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ＥＬ表示装置およ
び電子装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来の有機ＥＬ素子は、例えばアルミニ
ウムとリチウムの合金等の金属材料で構成される陰極
と、例えばＩＴＯ等の導電性を有する透明な材料で構成
される陽極とが、発光層（有機ＥＬ層）を介して接合さ
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れ、さらに、陽極の発光層と反対側に透明ガラス基板を
設置した構成となっている。
【０００３】このような有機ＥＬ素子では、陰極と陽極
との間に電圧を印加すると、発光層中で発光が起こり、
この発光を透明な陽極側から見ることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】文字や図形などの情報
を表示する場合には、陽極、陰極および発光層を表示し
たい情報（例えば、文字や図形等）の形状にそれぞれを
形成し積層することにより、有機ＥＬ素子を構成してい
る。
【０００５】ところが、このような構成にすると、発光
層が発光していない状態（非発光状態）で、有機ＥＬ素
子を陽極側から見ると、陰極が設けられている部分のみ
が光を反射し、陰極が設けられていない部分との間で色
合いが変わって見える。すなわち、発光層の非発光状態
において、文字や図形などの表示部の輪郭線が目立って
しまう。
【０００６】本発明の目的は、非発光状態において、表
示部の輪郭線が目立たないＥＬ表示装置および電子装置
を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】このような目的は、下記
（１）～（２１）の本発明により達成される。
【０００８】（１）  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ
層を有し、前記陰極と前記陽極とに通電することによ
り、前記有機ＥＬ層が発光するＥＬ表示装置であって、
前記有機ＥＬ層は、表示内容に応じた所定のパターン形
状に形成された表示部を有し、前記陰極は、前記表示部
を包含する領域に形成されていることを特徴とするＥＬ
表示装置。
【０００９】（２）  前記発光を前記陽極側から見る上
記（１）に記載のＥＬ表示装置。
【００１０】（３）  前記陰極の有機ＥＬ層側の面が、
光反射性を有する上記（１）または（２）に記載のＥＬ
表示装置。
【００１１】（４）  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ
層を有し、前記陰極と前記陽極とに通電することによ
り、前記有機ＥＬ層が発光するＥＬ表示装置であって、
前記有機ＥＬ層は、表示内容に応じた所定のパターン形
状に形成された表示部を有し、非鏡面を構成する面を前
記有機ＥＬ層側に有する背面層を、前記陰極または前記
陽極の前記有機ＥＬ層と反対側に設けたことを特徴とす
るＥＬ表示装置。
【００１２】（５）  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ
層を有し、前記陰極と前記陽極とに通電することによ
り、前記有機ＥＬ層が発光し、該発光を前記陽極側から
見るＥＬ表示装置であって、前記有機ＥＬ層は、表示内
容に応じた所定のパターン形状に形成された表示部を有
し、前記陰極は、前記有機ＥＬ層側の面が非鏡面で構成
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され、前記非鏡面と同様の光学特性を有する面を前記有
機ＥＬ層側に有する背面層を、前記陰極の前記有機ＥＬ
層と反対側に設けたことを特徴とするＥＬ表示装置。
【００１３】（６）  陰極と、陽極との間に、有機ＥＬ
層を有し、前記陰極と前記陽極とに通電することによ
り、前記有機ＥＬ層が発光し、該発光を前記陽極側から
見るＥＬ表示装置であって、前記有機ＥＬ層は、表示内
容に応じた所定のパターン形状に形成された表示部を有
し、前記陰極は、前記有機ＥＬ層側の面が鏡面で構成さ
れ、非鏡面で構成される面を前記有機ＥＬ層側に有する
背面層を、前記陰極の前記有機ＥＬ層と反対側に設けた
ことを特徴とするＥＬ表示装置。
【００１４】（７）  前記陰極が、前記表示部に対応す
る形状に形成された部位を有する上記（４）ないし
（６）のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【００１５】（８）  前記非鏡面は、梨地状、ストライ
プ状または格子状に形成されたものである上記（４）な
いし（７）のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【００１６】（９）  前記背面層が、前記陰極を包含す
る領域に形成されている上記（４）ないし（８）のいず
れかに記載のＥＬ表示装置。
【００１７】（１０）  前記背面層が、前記陰極の少な
くとも輪郭線を包含する領域に形成されている上記
（４）ないし（９）のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【００１８】（１１）  前記ＥＬ表示装置は、複数の陰
極を有し、各陰極と陽極とが重なった部分に、前記表示
部がそれぞれ形成され、通電する前記陰極の選択によ
り、それに対応した前記表示部が発光するよう構成され
ている上記（１）ないし（１０）のいずれかに記載のＥ
Ｌ表示装置。
【００１９】（１２）  前記ＥＬ表示装置は、複数の陰
極と複数の陽極とを有し、各陰極と各陽極とが重なった
部分に、前記表示部がそれぞれ形成され、通電する前記
陰極と前記陽極との組み合わせにより、それに対応した
前記表示部が発光するよう構成されている上記（１）な
いし（１１）のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【００２０】（１３）  １つの前記表示部と他の前記表
示部とが、時間差をおいて発光するよう構成されている
上記（１１）または（１２）に記載のＥＬ表示装置。
【００２１】（１４）  絶縁部を有し、該絶縁部によっ
て前記表示部の形状を規定する上記（１）ないし（１
３）のいずれかに記載のＥＬ表示装置。
【００２２】（１５）  前記絶縁部は、前記有機ＥＬ層
と前記陰極との間および／または前記有機ＥＬ層と前記
陽極との間に位置する上記（１４）に記載のＥＬ表示装
置。
【００２３】（１６）  前記絶縁部は、実質的に透明で
ある上記（１４）または（１５）に記載のＥＬ表示装
置。
【００２４】（１７）  前記表示部は、文字、数字、記
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号、図形またはそれらの一部を構成するセグメントであ
る上記（１）ないし（１６）のいずれかに記載のＥＬ表
示装置。
【００２５】（１８）  透明な電極側から見たとき、非
発光状態において、前記表示部の輪郭線が目立たない上
記（１）ないし（１７）のいずれかに記載のＥＬ表示装
置。
【００２６】（１９）  陽極側から見たとき、非発光状
態において、前記表示部の輪郭線が目立たない上記
（１）ないし（１８）のいずれかに記載のＥＬ表示装
置。
【００２７】（２０）  上記（１）ないし（１９）のい
ずれかに記載のＥＬ表示装置を有することを特徴とする
電子装置。
【００２８】（２１）  前記電子装置は、携帯用の電子
装置である上記（２０）に記載の電子装置。
【００２９】
【発明の実施の形態】以下、本発明を、添付図面に示す
好適な実施の形態に基づき詳細に説明する。
【００３０】図１は、本発明のＥＬ表示装置の第１実施
形態の構成を模式的に示す斜視図である。図２は、図１
中の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を模式
的に示す図である。
【００３１】なお、以下の説明では、図１および図２中
の下側を「正面」、上側を「背面」という。
【００３２】図１および図２に示すように、本発明のＥ
Ｌ表示装置１は、陽極３と、陰極５と、これらの陽極３
と陰極５との間に設置された有機ＥＬ層４とを有し、さ
らに、陽極３の正面側の面（陽極３の有機ＥＬ層４と反
対側の面）には、第１の基板２が設置され、また、陰極
５の背面側の面（陰極５の有機ＥＬ層４と反対側の面）
には、第２の基板６が設置されている。なお、図１で
は、第１の基板２と第２の基板６との記載を省略した。
【００３３】また、図１に示すように、有機ＥＬ層４
は、表示部４ａを構成し、表示部４ａは、アルファベッ
トの「Ａ」の形状に形成されている。
【００３４】なお、表示部４ａは、表示内容に応じた所
定のパターン形状に形成されていればよく、本実施形態
のものに限定されることはない。表示部４ａは、例え
ば、文字、数字、記号、図形またはそれらの一部を構成
するセグメント等の形状に形成することができる。
【００３５】このようなＥＬ表示装置１では、陽極３と
陰極５とに通電（電圧を付加）することにより、陽極３
と陰極５と有機ＥＬ層４とが全て重なり合った部分、す
なわち、表示部４ａが形成されている部分が発光し、こ
の発光パターン「Ａ」を正面側（陽極側）から見ること
ができる。以下、各構成要素ごとに説明する。
【００３６】第１の基板２は、陽極３を支持するための
支持部材であり、平板状の部材で構成されている。
【００３７】第１の基板２は、例えば、ガラス材料、各
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種セラミック材料、各種プラスチック材料、ポリカーボ
ネート（ＰＣ）のような樹脂材料等で構成されている。
【００３８】また、ＥＬ表示装置１では正面側から、す
なわち、第１の基板２の正面側から表示部４ａの発光を
見る。このため、第１の基板２は、実質的に透明（無色
透明、有色透明または半透明）なものとされる。
【００３９】なお、この第１の基板２は、例えば陽極３
を支持部材として用いる場合等には、必ずしも必要とし
ない。
【００４０】第１の基板２の背面側の面には、平板状
（層状）の陽極３が設置されている。この陽極３は、電
源９から正孔を受け取り、後述の正孔輸送層４１へ正孔
を付与する機能を有するものである。
【００４１】また、この陽極３は、表示部４ａの発光を
見る側に設置されるため、実質的に透明（無色透明、有
色透明または半透明）なものとされる。このような透明
な材料としては、例えば、インジウムティンオキサイド
（ＩＴＯ）、酸化錫（ＳｎＯ

2
）、インジウムジンクオ

キサイド（ＩＺＯ）等を用いることができる。
【００４２】また、陽極３の厚さは、例えば、５０～５
００ｎｍ程度とするのが好ましい。
【００４３】陽極３の背面側の面には、有機ＥＬ層４
（表示部４ａ）が設置されている。この有機ＥＬ層４
は、図２に示すように、正孔輸送層４１と、電子輸送層
４２とを有し、正孔輸送層４１は陽極３側に、電子輸送
層４２は陰極５側に、それぞれ接合して設けられてい
る。
【００４４】正孔輸送層４１は、陽極３から正孔を受け
取り、この正孔を陰極５側に輸送（伝達）する機能を有
するものである。
【００４５】一方、電子輸送層４２は、陰極５から電子
を受け取り、この電子を陽極３側に輸送（伝達）する機
能を有するものである。
【００４６】陽極３と陰極５との間に、通電（電圧を印
加）すると、正孔輸送層４１中を正孔が、また、電子輸
送層４２中を電子が移動し、電子輸送層４２内の正孔輸
送層４１との界面付近で再結合する。この再結合に際し
放出されたエネルギーによりエキシトン（励起子）が生
成し、このエキシトンが基底状態へ戻る際にエネルギー
（蛍光・リン光）を放出（発光）する。すなわち、この
電子輸送層４２の正孔輸送層４１との界面付近は、発光
層４３を構成する。したがって、有機ＥＬ層４は、発光
層４３を中間層とする３層で構成されているとも言え
る。
【００４７】正孔輸送層４１の構成材料としては、例え
ば、芳香族アミン誘導体（ＴＰＤ、α－ＮＰＤ等）等が
挙げられ、これらの中でも、α－ＮＰＤがより好ましく
用いられる。
【００４８】正孔輸送層４１の厚さは、特に限定されな
いが、例えば、１～１００ｎｍ程度とするのが好まし
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7
く、２０～７０ｎｍ程度とするのがより好ましい。正孔
輸送層４１の厚さを、前記の範囲内とすることにより、
陰極３から受け取った電子を、より確実に発光層４３に
付与することができる。
【００４９】一方、電子輸送層４２の構成材料として
は、例えば、８－キノリノールアルミニウム錯体（Al
q
3
）等が挙げられる。

【００５０】また、このような電子輸送層４２の構成材
料中には、必要に応じて、１種類以上の発光物質（蛍光
物質）を含有してもよい。これにより、発光層４３の発
光特性（例えば、発光色等）を変化させることができ
る。例えば、発光物質（蛍光物質）の種類、添加量等を
変更することにより、任意の色に発色する発光層４３を
得ることができる。
【００５１】このような発光物質（蛍光物質）として
は、例えば、次のようなものを用いることができる。
【００５２】赤色の発光色を有するものとしては、例え
ば、ローダミン、ＤＣＭの誘導体等が挙げられる。
【００５３】緑色の発光色を有するものとしては、例え
ば、キナクリドン、クマリン６等が挙げられる。
【００５４】青色の発光色を有するものとしては、例え
ば、ペリレン等が挙げられる。
【００５５】電子輸送層４２の厚さは、特に限定されな
いが、例えば、１～１００ｎｍ程度とするのが好まし
く、２０～７０ｎｍ程度とするのがより好ましい。電子
輸送層４２の厚さを、前記の範囲内とすることにより、
陰極５から受け取った電子を、より確実に発光層４３に
付与することができる。
【００５６】この内、発光層４３の厚さは、特に限定さ
れないが、例えば、０．１～２０ｎｍ程度であるのが好
ましい。
【００５７】有機ＥＬ層４の背面側の面には、平板状
（層状）の陰極５が設置されている。この陰極５は、電
源９から電子を受け取り、電子輸送層４２に電子を付与
する機能を有するものである。
【００５８】この陰極５の構成材料としては、例えば、
アルミニウム、マグネシウム、カルシウムのような金属
（低仕事関数金属）または、これらを含む合金等を用い
ることができる。
【００５９】陰極５の厚さは、特に限定されないが、例
えば、５０～５００ｎｍ程度であるのが好ましい。
【００６０】このような陰極５は、図１に示すように、
有機ＥＬ層４の表示部４ａを包含する領域に形成されて
いる。
【００６１】仮に、陰極５が表示部４ａと対応するよう
な形状に形成されたＥＬ表示装置１では、正面側から内
部に入射した光は、陰極５が設けられた部分では反射さ
れ、陰極５が設けられていない部分では、背面側へ透過
する。このため、表示部４ａが発光していない状態（以
下、「非発光状態」という。）において、ＥＬ表示装置

8
１を正面側から見た場合、陰極５が設けられた部分と、
陰極５が設けられていない部分との間で色合いが変わっ
て見える。すなわち、表示部４ａの輪郭線が見えてしま
う。
【００６２】これに対し、本発明のＥＬ表示装置１で
は、陰極５が表示部４ａを包含する領域に形成されてい
るため、表示部４ａの非発光状態において、表示部４ａ
の輪郭線は目立たない。
【００６３】なお、このようなＥＬ表示装置１では、前
述したように、陽極３、有機ＥＬ層４および陰極５の全
てが重なった部分、すなわち、表示部４ａが形成されて
いる部分が発光する。したがって、陰極５が表示部４ａ
を包含する領域に形成されていても、表示部４ａが形成
されている部分のみが発光する。
【００６４】陰極５は、その正面側の面（陰極５の有機
ＥＬ層４側の面）５１は、光反射性を有しているのが好
ましい、すなわち、鏡面で構成されているのが好まし
い。このような構成とすると、面５１は極めて平滑な面
となるため、有機ＥＬ層４との接着性が向上する。
【００６５】また、表示部４ａからの光は、ＥＬ表示装
置１の正面側のみならず、背面側にも発せられるため、
背面側に向かって発せられた光は、鏡面である面５１で
反射し、この反射光は、有機ＥＬ層４（表示部４ａ）、
陽極３、第１の基板２をそれぞれ透過し、ＥＬ表示装置
１の正面側から出射する。これにより、ＥＬ表示装置１
の正面側で見る発光の明るさが増大（ほぼ２倍）し、光
の有効利用を図ることができる。
【００６６】さらに、陰極５が遮光板としても機能し、
ＥＬ表示装置１の背面側から光が漏れるのを防止するこ
とができる。
【００６７】陰極５の背面側の面には、第２の基板６が
設置されている。この第２の基板６は、陰極５を支持す
るための支持部材であり、平板状の部材で構成されてい
る。
【００６８】この第２の基板６は、例えばガラス材料、
各種セラミック材料、各種プラスチック材料、ポリカー
ボネート（ＰＣ）のような樹脂材料等で構成されてい
る。
【００６９】なお、この第２の基板６は、例えば陰極５
を支持部材として用いる場合等には、必ずしも必要とし
ない。
【００７０】なお、このようなＥＬ表示装置１では、表
示部４ａの輪郭線を目立たなくするために、陰極５が表
示部４ａを包含する領域に形成するだけでよいため、す
なわち、別途他の構成要素（例えば、別の層等）を追加
する必要がないため、ＥＬ表示装置１の薄型化および生
産性の向上に有利である。
【００７１】また、陰極５は、実質的に透明とすること
もできる。この場合、表示部４ａの非発光状態におい
て、その表示部４ａの輪郭線を目立たなくすることがで
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9
きるばかりでなく、表示部４ａの発光状態において、そ
の発光を、ＥＬ表示装置１の陰極側（背面側）から見る
ことができる。
【００７２】次に、本発明のＥＬ表示装置の第２実施形
態を説明する。
【００７３】図３は、本発明のＥＬ表示装置の第２実施
形態の構成を模式的に示す斜視図である。
【００７４】以下、図３に示すＥＬ表示装置１につい
て、前記第１実施形態との相違点を中心に説明し、同様
の事項については、その説明を省略する。また、以下の
説明では、図３中の下側を「正面」、上側を「背面」と
いう。
【００７５】第２実施形態のＥＬ表示装置１では、有機
ＥＬ層４および陰極５の構成が異なっている。すなわ
ち、有機ＥＬ層４は、２つの表示部４ａおよび４ｂを構
成し、表示部４ａおよび４ｂは、それぞれ、アルファベ
ットの「Ａ」および「Ｂ」の形状に形成されている。
【００７６】また、２つの陰極５ａおよび５ｂが設けら
れ、これらの陰極５ａおよび５ｂは、それぞれ、表示部
４ａおよび４ｂを包含する領域に形成されている。
【００７７】なお、これらの陰極５ａと陰極５ｂとは、
電気的に絶縁されている。
【００７８】図３に示すように、陰極５ａまたは５ｂの
いずれか一方または双方に通電（電圧を付加）すること
ができるスイッチ回路１０（図３中、ＳＷと記載）を設
ける。このスイッチ回路１０の切替により、通電する陰
極５ａおよび／または５ｂの選択が可能となる。これに
より、それに対応した表示部４ａおよび／または４ｂを
発光させることができる。すなわち、陽極３と陰極５ａ
とに通電すると表示部４ａを、陽極３と陰極５ｂとに通
電すると表示部４ｂを、陽極３と陰極５ａおよび５ｂと
に通電すると表示部４ａおよび４ｂを、それぞれ発光さ
せることができ、ＥＬ表示装置１の正面側から、それぞ
れ、「Ａ」および／または「Ｂ」の発光を見ることがで
きる。
【００７９】また、この場合、陰極５ａと陰極５ｂと
に、所定の切替間隔（時間差）をもって交互に電圧を印
加すると、表示部４ａと表示部４ｂとは、所定の切替間
隔をもって交互に発光（点灯）する。さらに、この切替
間隔を短く（例えば０．０１秒以下程度）すると、表示
部４ａおよび４ｂの点灯および非点灯（消灯）を、ヒト
の目では認識することができなくなる。これにより、表
示部４ａおよび４ｂが同時に点灯しているように見せる
こともできる。
【００８０】なお、陰極の数は、図示のものに限定され
ることはなく、表示させたい表示部の数に応じて任意に
変更することができる。
【００８１】また、表示部４ａおよび４ｂの発光色や発
光強度は、同一でも異なっていてもよい。
【００８２】さらに、表示部４ａおよび４ｂは、１つの
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文字を表示するものに限定されることはなく、例えば、
７セグメントで構成される数字の各セグメントとするこ
ともできる。
【００８３】次に、本発明のＥＬ表示装置の第３実施形
態を説明する。
【００８４】図４は、本発明のＥＬ表示装置の第３実施
形態の構成を模式的に示す平面図である。なお、図４
は、ＥＬ表示装置を背面側から見た図である。
【００８５】以下、図４に示すＥＬ表示装置１につい
て、前記第１実施形態および前記第２実施形態との相違
点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を
省略する。
【００８６】第３実施形態のＥＬ表示装置１では、陽極
３、有機ＥＬ層４および陰極５の構成が異なっている。
すなわち、２つの帯状の陽極３ａおよび３ｂと、これら
の陽極３ａおよび３ｂとほぼ直交するように（図４中縦
方向）配列された３つの帯状の陰極５ｃ、５ｄおよび５
ｅが設けられている。
【００８７】また、有機ＥＬ層４は、６つの表示部４ａ
～４ｆを構成し、これらの表示部４ａ～４ｆは、それぞ
れ、アルファベットの「Ａ」～「Ｆ」の形状に形成され
ている。
【００８８】そして、陽極３ａと陰極５ｃとが重なった
部分には表示部４ａが、陽極３ａと陰極５ｄとが重なっ
た部分には表示部４ｂが、陽極３ａと陰極５ｅとが重な
った部分には表示部４ｃが、陽極３ｂと陰極５ｃとが重
なった部分には表示部４ｄが、陽極３ｂと陰極５ｄとが
重なった部分には表示部４ｅが、陽極３ｂと陰極５ｅと
が重なった部分には表示部４ｆが、それぞれ配置されて
いる。
【００８９】なお、陰極５ｃは、それぞれ、表示部４ａ
および４ｄを包含する領域に形成され、陰極５ｄは、そ
れぞれ、表示部４ｂおよび４ｅを包含する領域に形成さ
れ、陰極５ｅは、それぞれ、表示部４ｃおよび４ｆを包
含する領域に形成されている。
【００９０】また、陽極３ａは、それぞれ、表示部４
ａ、４ｂおよび４ｃを包含する領域に形成され、陽極３
ｂは、それぞれ、表示部４ｄ、４ｅおよび４ｆを包含す
る領域に形成されている。
【００９１】このような構成とすることにより、通電
（電圧を印加）する陽極３ａおよび３ｂと陰極５ｃ～５
ｅとの組み合わせにより、それに対応した表示部４ａ～
４ｆをそれぞれ、発光させることができ、これらの発光
をＥＬ表示装置１の正面側から、それぞれ、「Ａ」～
「Ｆ」の発光を見ることができる。
【００９２】すなわち、陽極３ａと陰極５ｃに通電する
と表示部４ａを、陽極３ａと陰極５ｄに通電すると表示
部４ｂを、陽極３ａと陰極５ｅに通電すると表示部４ｃ
を、陽極３ｂと陰極５ｃに通電すると表示部４ｄを、陽
極３ｂと陰極５ｄに通電すると表示部４ｅを、陽極３ｂ
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11
と陰極５ｅに通電すると表示部４ｆを発光（点灯）させ
ることができる。
【００９３】また、この場合、例えば、通電する陰極お
よび陽極の選択、通電時間の変更等により、４ａ～４ｆ
の点灯パターンを任意に変更することができる。
【００９４】なお、陽極および陰極の数は、図示のもの
に限定されることはなく、表示させたい表示部の数に応
じて任意に変更することができる。
【００９５】次に、本発明のＥＬ表示装置の第４実施形
態を説明する。
【００９６】図５は、本発明のＥＬ表示装置の第４実施
形態の構成を模式的に示す斜視図である。図６は、図５
中の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を模式
的に示す図である。
【００９７】以下、図５および図６に示すＥＬ表示装置
１について、前記第１実施形態との相違点を中心に説明
し、同様の事項については、その説明を省略する。ま
た、以下の説明では、図５および図６中の下側を「正
面」、上側を「背面」という。
【００９８】なお、図５では、第１の基板２と第２の基
板６との記載を省略した。
【００９９】第４実施形態のＥＬ表示装置１では、図５
に示すように、有機ＥＬ層４の背面側の面に、表示部４
ａに対応する形状に形成された表示部陰極５ｆ’を有す
る陰極５ｆが設置されている。すなわち、表示部陰極５
ｆ’は、アルファベットの「Ａ」の形状に形成されてい
る。
【０１００】また、陰極５ｆの正面側の面５１ｆは、非
鏡面で構成されている。この非鏡面としては、特に限定
されないが、例えば、梨地状、ストライプ状、格子状等
に形成されているものが挙げられる。
【０１０１】このような非鏡面は、面５１ｆに対して、
例えば、サンドブラスト、ショットブラスト、エッチン
グ処理等の化成処理、被膜形成、フォトリソグラフ等の
処理を施すことにより形成することができる。
【０１０２】陰極５ｆの背面側の面には、図６に示すよ
うに、平板状の第２の基板６が配置され、さらに、第２
の基板６の背面側の面には、平板状または層状の背面層
７が設置されている。
【０１０３】この背面層７は、陰極５ｆを包含する領域
に形成されている。また、背面層７の正面側の面（有機
ＥＬ層４側の面）７１は、面５１ｆと同様の光学特性を
有している。すなわち、面７１は、面５１ｆの表面形状
（例えば、梨地状、ストライプ状、格子状等）に対応す
る表面形状に形成されている。これにより、ＥＬ表示装
置１を正面側から見たとき、面５１ｆと面７１とが一体
的に見えるため、表示部４ａの非発光状態において、表
示部４ａの輪郭線は目立たない。
【０１０４】また、このようなＥＬ表示装置１では、表
示部４ａの非発光状態において、陰極５ｆの面５１ｆお
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よび背面層７の面７１での反射（指向性のある反射）が
ない。このため、このようなＥＬ表示装置１では、ギラ
ツキがなくやさしい表示感触が得られること、また、視
認方向にかかわらず、表示が見やすいことが利点として
挙げられる。
【０１０５】なお、背面層７は、図示のものに限定され
ることはなく、陰極５ｆの少なくとも輪郭線を包含する
領域に形成されていればよい。
【０１０６】また、本実施形態では、陰極５ｆの面５１
ｆおよび背面層７の面７１の双方が非鏡面で構成されて
いるが、陰極５ｆの面５１ｆを鏡面で構成し、背面層７
の面７１を非鏡面とするようにしてもよい。
【０１０７】また、表示部陰極５ｆ’は、図示のものに
限定されることはなく、表示部４ａを包含する領域に形
成されていてもよい。
【０１０８】さらに、本実施形態では、背面層７は、第
２の基板６の背面側の面に接して設けられているが、こ
れに限定されず、第２の基板６と所定距離、離間して設
けるようにしてもよい。
【０１０９】本実施形態のＥＬ表示装置１では、陰極５
ｆを実質的に透明（非鏡面）とすることもできる。この
場合、ＥＬ表示装置１を陽極側（正面側）から見たと
き、表示部４ａの非発光状態において、背面層７の面７
１を視認することになる。このため、表示部４ａの輪郭
線をより目立たなくすることができる。
【０１１０】また、陰極５ｆを実質的に透明とすると、
表示部４ａの発光をＥＬ表示装置１の陰極側（背面側）
から見ることもできる。この場合、陽極３の正面側（図
６中下側）に、非鏡面を構成する面を背面側に有する背
面層を設けるようにしてもよい。
【０１１１】次に、本発明のＥＬ表示装置の第５実施形
態を説明する。
【０１１２】図７は、本発明のＥＬ表示装置の第５実施
形態の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を模
式的に示す図である。
【０１１３】以下、図７に示すＥＬ表示装置１につい
て、前記第４実施形態との相違点を中心に説明し、同様
の事項については、その説明を省略する。また、以下の
説明では、図７中の下側を「正面」、上側を「背面」と
いう。
【０１１４】第５実施形態のＥＬ表示装置１では、陰極
５ｆの背面側の面に絶縁層８が配置され、絶縁層８の背
面側の面に背面層７が配置され、さらに、背面層７の背
面側の面に第２の基板６が配置された構成となってい
る。
【０１１５】絶縁層８は、陰極５ｆと背面層７とを電気
的に絶縁するものである。この絶縁層８は、例えば、熱
硬化性樹脂や紫外線硬化樹脂のような各種樹脂材料で構
成され、実質的に透明（無色透明、有色透明または半透
明）のものとされる。
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【０１１６】このような構成とすることによっても、前
述した第４実施形態のＥＬ表示装置１と同様の効果が得
られる。
【０１１７】なお、背面層７が絶縁材料で構成される場
合には、絶縁層８は省略してもよい。
【０１１８】次に、本発明のＥＬ表示装置の第６実施形
態を説明する。
【０１１９】図８は、本発明のＥＬ表示装置の第６実施
形態の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を模
式的に示す図である。
【０１２０】図８に示すＥＬ表示装置１は、前記第１～
第３実施形態に対応し、陰極５、５ａ～５ｅが有機ＥＬ
層４の表示部４ａ～４ｆを包含する領域に形成されてい
るものである。
【０１２１】以下、このＥＬ表示装置１について、前記
第１～第３実施形態との相違点を中心に説明し、同様の
事項については、その説明を省略する。また、以下の説
明では、図８中の下側を「正面」、上側を「背面」とい
う。なお、図８では、第２の基板６を省略して示した。
【０１２２】第６実施形態のＥＬ表示装置１では、有機
ＥＬ層４の構成が異なっている。すなわち、有機ＥＬ層
４は、表示内容に対応した所定のパターン形状に形成さ
れず、ある領域に広がって層状に形成され、陽極３、３
ａ、３ｂの背面側の面に設けられた絶縁部（バンク）９
００により、表示部４ａ～４ｆの輪郭が特定（規定）さ
れている。
【０１２３】このような絶縁部９００を用いて表示部４
ａ～４ｆの輪郭を特定することより、表示部４ａ～４ｆ
の複雑、微細な形状が作り易く、また、輪郭をシャープ
に作成することができるという利点がある。
【０１２４】絶縁部９００は、陽極３、３ａ、３ｂと有
機ＥＬ層４とを電気的に絶縁する絶縁材料で構成され、
好ましくは実質的に透明（無色透明、有色透明または半
透明）なものとされる。このような絶縁材料としては、
前記絶縁層８の構成材料と同様のものを用いることがで
きる。
【０１２５】このようなＥＬ表示装置１では、絶縁部９
００の背面側の面上に位置する有機ＥＬ層４は、実質的
に発光機能を有さない。すなわち、有機ＥＬ層４の陽極
３、３ａ、３ｂと陰極５、５ａ～５ｅとの両方に接して
いる部分のみが発光し、該部分が表示部４ａ～４ｆとな
る。
【０１２６】また、本実施形態のＥＬ表示装置１も、表
示部４ａ～４ｆの非発光状態において、表示部４ａ～４
ｆの輪郭線は目立たないという効果を有する。
【０１２７】次に、本発明のＥＬ表示装置の第７実施形
態を説明する。
【０１２８】図９は、本発明のＥＬ表示装置の第７実施
形態の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を模
式的に示す図である。
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【０１２９】以下、図９に示す表示装置１について、前
記第６実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項
については、その説明を省略する。なお、図９では、第
２の基板６を省略して示した。
【０１３０】第７実施形態のＥＬ表示装置１では、陽極
３、３ａ、３ｂの構成が異なっている。すなわち、陽極
３、３ａ、３ｂが前記第６実施形態のように全体に形成
されているものではなく、有機ＥＬ層４の表示部４ａ～
４ｆにほぼ対応する箇所に形成されている。
【０１３１】このような構成とすることによっても、前
述した第６実施形態のＥＬ表示装置１と同様の効果が得
られる。
【０１３２】なお、このような陽極３、３ａ、３ｂは、
前記第１～第３実施形態のＥＬ表示装置１にも適用する
ことができる。
【０１３３】次に、本発明のＥＬ表示装置の第８実施形
態を説明する。
【０１３４】図１０は、本発明のＥＬ表示装置の第８実
施形態の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を
模式的に示す図である。
【０１３５】図１０に示すＥＬ表示装置１は、前記第４
および第５実施形態に対応し、陰極が有機ＥＬ層４の表
示部４ａにほぼ対応する形状に形成された表示部陰極５
ｆ’を有するものである。
【０１３６】以下、このＥＬ表示装置１について、前記
第４および第５実施形態との相違点を中心に説明し、同
様の事項については、その説明を省略する。また、以下
の説明では、図１０中の下側を「正面」、上側を「背
面」という。なお、図１０では、第２の基板６、背面層
７等を省略して示した。
【０１３７】第８実施形態のＥＬ表示装置１では、有機
ＥＬ層４の構成が異なっている。すなわち、有機ＥＬ層
４は、表示内容に対応した所定のパターン形状に形成さ
れず、ある領域に広がって層状に形成され、陽極３の背
面側の面に設けられた絶縁部（バンク）９００により、
表示部４ａの輪郭が特定（規定）されている。
【０１３８】この絶縁部９００は、陽極３と有機ＥＬ層
４とを電気的に絶縁する絶縁材料で構成され、好ましく
は実質的に透明（無色透明、有色透明または半透明）な
ものとされる。このような絶縁材料としては、前記絶縁
層８の構成材料と同様のものを用いることができる。
【０１３９】このようなＥＬ表示装置１では、絶縁部９
００の背面側の面上に位置する有機ＥＬ層４は、実質的
に発光機能を有さない。すなわち、有機ＥＬ層４の陽極
３と表示部陰極５ｆ’との両方に接している部分のみが
発光し、該部分が表示部４ａとなる。
【０１４０】また、本実施形態のＥＬ表示装置１も、表
示部４ａの非発光状態において、表示部４ａの輪郭線は
目立たないという効果を有する。
【０１４１】次に、本発明のＥＬ表示装置の第９実施形
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態を説明する。
【０１４２】図１１は、本発明のＥＬ表示装置の第９実
施形態の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を
模式的に示す図である。
【０１４３】以下、図１１に示す表示装置１について、
前記第８実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事
項については、その説明を省略する。なお、図１１で
は、第２の基板６、背面層７等を省略して示した。
【０１４４】第９実施形態のＥＬ表示装置１では、陽極
３の構成が異なっている。すなわち、陽極３が前記第８
実施形態のように全体に形成されているものではなく、
有機ＥＬ層４の表示部４ａにほぼ対応する箇所に形成さ
れている。
【０１４５】このような構成とすることによっても、前
述した第８実施形態のＥＬ表示装置１と同様の効果が得
られる。
【０１４６】なお、このような陽極３は、前記第４およ
び第５実施形態のＥＬ表示装置１にも適用することがで
きる。
【０１４７】また、第６～第９実施形態に示すような絶
縁部（バンク）は、有機ＥＬ層と陰極との間に設けても
よい。
【０１４８】以上のＥＬ表示装置１は、各種の電子装置
に組込んで用いることができる。
【０１４９】図１２は、本発明の電子装置をデジタル式
腕時計（携帯用の電子装置）に適用した場合の実施形態
を示す平面図である。
【０１５０】図１２に示すように、本発明の電子装置で
あるデジタル式腕時計（携帯用の電子装置）１００は、
腕時計本体１１０と、この腕時計本体１１０の両端部
（図１２中の上端および下端）に取付けられた時計バン
ド１２０、１２０とで構成されている。
【０１５１】時計バンド１２０、１２０は、それぞれ、
バンド取付け部材（図示せず）により、時計本体１１０
に回動可能に取付けられている。
【０１５２】時計本体１１０は、ほぼ矩形状の時計ケー
ス１１１と、その内部に設けられたムーブメント１１２
とで構成されている。
【０１５３】このムーブメント１１２は、表示領域１１
３を有し、この表示領域１１３には、例えば、文字、数
字、記号、図形等が表示される。このような表示領域１
１３に対して、前述した本発明のＥＬ表示装置１を適用
することができる。
【０１５４】以上、本発明のＥＬ表示装置および電子装
置を、図示の各実施形態に基づいて説明したが、本発明
はこれらに限定されるものではなく、各部の構成は、同
様の機能を有する任意の構成のものに置換することがで
きる。
【０１５５】例えば、本発明では、前記各実施形態の任
意の構成を適宜組み合わせてもよい。
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【０１５６】また、本発明のＥＬ表示装置は、電子機器
の照明用として用いてもよい。
【０１５７】また、本発明の電子装置は、デジタル式腕
時計に限らず、例えば、ポケベル、モバイル機器、携帯
用パソコン（ノートパソコン等）、携帯電話（ＰＨＳを
含む）、携帯用テレビ電話、電子手帳等の各種通信機、
無線機や、その他、携帯用電子ゲーム、電子手帳、電子
カメラ（デジタルカメラ）、測定器等のあらゆる携帯用
電子装置、さらには、携帯に適さない同様の電子装置に
適用することができる。
【０１５８】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、非
発光状態において、表示部の輪郭線が目立たないＥＬ表
示装置および電子装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＥＬ表示装置の第１実施形態の構成を
模式的に示す斜視図である。
【図２】図１中の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分
の断面を模式的に示す図である。
【図３】本発明のＥＬ表示装置の第２実施形態の構成を
模式的に示す斜視図である。
【図４】本発明のＥＬ表示装置の第３実施形態の構成を
模式的に示す平面図である。
【図５】本発明のＥＬ表示装置の第４実施形態の構成を
模式的に示す斜視図である。
【図６】図５中の有機ＥＬ層の表示部が設けられた部分
の断面を模式的に示す図である。
【図７】本発明のＥＬ表示装置の第５実施形態の有機Ｅ
Ｌ層の表示部が設けられた部分の断面を模式的に示す図
である。
【図８】本発明のＥＬ表示装置の第６実施形態の有機Ｅ
Ｌ層の表示部が設けられた部分の断面を模式的に示す図
である。
【図９】本発明のＥＬ表示装置の第７実施形態の有機Ｅ
Ｌ層の表示部が設けられた部分の断面を模式的に示す図
である。
【図１０】本発明のＥＬ表示装置の第８実施形態の有機
ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を模式的に示す
図である。
【図１１】本発明のＥＬ表示装置の第９実施形態の有機
ＥＬ層の表示部が設けられた部分の断面を模式的に示す
図である。
【図１２】本発明の電子装置をデジタル式腕時計（携帯
用の電子装置）に適用した場合の実施形態を示す平面図
である。
【符号の説明】
１                ＥＬ表示装置
２                第１の基板
３、３ａ、３ｂ    陽極
４                有機ＥＬ層
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４ａ～４ｆ        表示部
４１              正孔輸送層
４２              電子輸送層
４３              発光層
５、５ａ～５ｆ    陰極
５ｆ’            表示部陰極
５１、５１ｆ      面
６                第２の基板
７                背面層
７１              面 *

18
*８                絶縁層
９                電源
１０              スイッチ回路
１００            デジタル式腕時計
１１０            時計本体
１１１            時計ケース
１１２            ムーブメント
１１３            表示領域
１２０            バンド
９００            絶縁部

【図１】

【図２】
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【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】
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【図９】
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输层42的界面附近形成有发光层43。 有机EL层4构成根据显示内容以预
定图案形成的显示部分，并且阴极5形成在包括该显示部分的区域中。
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